
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ 

 

都市整備部建築指導課 
〒０３０－８５５５ 

青森市中央一丁目２２－５ 
ＴＥＬ：０１７－７５２－８１９３ 

 

 

 

この制度は、既存の建築物に屋根雪処理施設

を設置しようとする市民の皆様が、金融機関か

ら資金を借り入れる際に、市が利子を負担して、

市民の皆様を支援するものです。申し込みにあ

たっては、この案内をよくご覧のうえご利用く

ださい。 

青森市屋根 雪処理施設 

設置支援制度のご案内 



  

原則として、青森市内に既存の建築物を有する個人・複数世帯での共同設置・法人・法人格のない団体（町会等）

で、以下のすべての要件を満たす方。 

①新たに青森市内の既存の建築物に屋根雪処理施設を設置する方。 

※申込時点で、すでに設置工事に着手あるいは、工事を完了している場合は、対象となりません。 

②市税を滞納していない方。 

③金融機関が指定する保証措置を講じることができるなど、金融機関の貸付条件に適合する方。 

※保証機関による保証措置の場合、保証料は申込者の負担となります。（保証措置等については別紙参考） 

④本制度による貸付金の残額が無い方。 

 

 
 

 

 

 

 

【ご注意】  

◎屋根融雪装置で熱源を屋外に設置する場合は、隣接地よりできるだけ離し、騒音・排気等に十分配慮してください。 

～融雪排水について～ 

◎下水道分流区域では、側溝等へ排水してください。 

◎下水道合流区域で、融雪排水を下水道管に接続するときは、企業局水道部給排水課給排水チーム 

（ＴＥＬ：０１７－７７４－１２３４）に相談してください。 

 

  

金融機関が貸付した金額に対する利子の全部または一部を市が負担します。 

支援対象金額  返 済 方 法 返 済 期 間 貸 付 利 子  

工事費用の範囲内で 

10万円以上 400万円以内 

（1万円単位） 

貸付を受けた月の翌月か

ら元金均等の月賦返済 

（返済日は毎月 15日） 

一括繰上返済可 

5年(60回) 
無利子（市が全部負担） 

保証料は申込者の負担となります 

5年(60回)を超え 

10年(120回)以内 

低利子（市が一部負担）（※） 

初回から低利子での返済となります 

保証料は申込者の負担となります 

（※）返済期間が５年（６０回）を超え１０年（１２０回）以内の場合の貸付利率は返済開始から最終返済まで変わ

りません。なお、貸付利率は毎年４月１日に決定します。 

  
  ➀ 申込期間    通年受付しています。（土・日曜日、祝日及び 12月 28日から 1月 3日までを除く日） 

  ② 受付場所    本  庁  舎 ３階  建築指導課 

 

 １屋根融雪施設 

 電気、灯油等を熱源とし、既存建築物の屋根に電熱

線、温水パイプ、ヒートパイプ等を設け、融雪を行う

もの。融雪方法はどのようなものでも対象とします。 

２克雪屋根 

無落雪屋根。改良する建築物の地盤、構造、老

朽程度を調査し、積雪の重量に十分耐えられるよ

う構造計算によって安全を確認されたもの。 

利 用 で き る 方 

対 象 と な る 屋 根 雪 処 理 施 設 

支 援 内 容 

申 込 受 付 



  
  ・青森みちのく銀行（市内本・支店） ・青い森信用金庫（市内支店）  

  ・青森県信用組合（市内本・支店）  ・東北労働金庫（市内支店）  ・青森農業協同組合（浪岡支店） 

 

★申し込む方すべてに必要な書類 

№ 書 類 の 名 称  部数 備 考 

１ 屋根雪処理施設設置支援制度利用申込書 １通  

２ 屋根雪処理施設設置計画概要書 １通  

３ 工事見積書（設置機種のカタログ又は仕様書を添付） １通 
見積項目・数量・単価等が記載されているもの（消費税込み）  

見積書は原本を添付してください（コピー不可）  

４ 対象となる建築物の写真 ２枚以上 建物の全体及び屋根の形状が確認できるもの 

５ 融雪装置システム図（屋根融雪施設の場合） １通 融雪パネル等の設置状態がわかるもの 

６ 建築物の立面図、平面図、筋違検討表、屋根伏図（無落雪屋根の場合）  １通  

７ 構造の設計等に関するチェック表（無落雪屋根の場合） １通 在来工法の木造住宅以外の場合は構造計算書 

８ 添付書類省略に係る同意書 １通 

同意書により添付を省略できる書類 

・青森市内に住所がある方の住民票 

・家屋の資産証明書 

・納税証明書 

※ 建築物が共有の場合や、建築物の所有者と申請者とが異なる場合は、「家屋使用承諾書」を提出してください。 

 

★市外に住所がある個人の場合 

№ 書 類 の 名 称  部  数 備 考 

９ 住民票 １通（原本） ３ヶ月以内に発行したもの 

 

★法人または法人格のない団体の場合 

№ 書 類 の 名 称  部 数 備 考 

10 商業登記簿謄本 １通（原本） 
３ヶ月以内に発行したもの 

法人格のない団体の場合は、団体規約等 

※ 添付書類省略に係る同意書を提出しない方は、住民票・家屋の資産証明書（青森農業協同組合の方は評価証明

書<全部証明>でも可）・納税証明書を添付してください。 

※ 住民票は、駅前庁舎及び浪岡庁舎の市民課、本庁舎及び柳川庁舎の情報コーナー、各支所及び油川・荒川・西部・

横内市民センター、東岳・高田情報コーナーの窓口で発行されます。 

※ 家屋の資産証明書及び評価証明書・納税証明書は、駅前庁舎及び浪岡庁舎の納税支援課、本庁舎及び柳川庁舎の

情報コーナー、各支所及び油川・荒川・西部・横内市民センター、東岳・高田情報コーナーの窓口で発行されま

す。 

取 扱 金 融 機 関 

申 込 み に 必 要 な 書 類 



 

 

  

①支援制度の申込み 

   「支援制度利用申込書」及び必要書類を市に提出してください。 

    

 ②市の審査 
    市で審査後、「支援対象者通知書」が送付されます。（審査の結果、制度を利用できない場合があります） 

    

 ③借入の申込み 
   「支援対象者通知書」及び金融機関の定める必要書類を金融機関に提出してください。 

    

 ④金融機関の審査 
    金融機関で審査後、「貸付決定通知書」が送付されます。（審査の結果、貸付が受けられない場合があります） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤工事の着工 
   「貸付決定通知書」を受け取ってから、施工業者に発注し、工事に着手してください。 

 

 ⑥工事の完了 
    工事が完了したときは、「工事完了届」と必要書類を速やかに市に提出してください。 

 

 ⑦市の確認 
    市で工事完了の確認後、「工事完了確認通知書」が送付されます。 

 

 ⑧金銭消費貸借契約の締結 
   「工事完了確認通知書」及び金融機関の定める必要書類を金融機関に持参し、金銭消費貸借契約を締結して 

ください。 

 

 ⑨貸付金の受領 
    貸付金の受領後、施工者に工事代金を振り込みます。 

 

 ⑩返済の開始 
    貸付を受けた月の翌月からの返済となります。（返済日は毎月１５日） 

 

  そ の 他 

○ 取扱金融機関から貸付決定通知書を受領した後に、申込内容に変更が生じた場合は、市に「変更届」を提出し

てください。また、貸付の必要がなくなった場合は、金融機関に「辞退届」を提出してください。 

○ 返済開始後に返済内容を変更したい場合は、金融機関に相談してください。 

 

支援制度の申込みから借入・返済開始までの主な流れ 

 

※「貸付決定通知書」の発行日から３ヶ月以内に工事を完了のうえ、金融機関と   
金銭消費貸借の契約をしてください。 

３ヶ月を過ぎると市及び金融機関へ再度申込みが必要になります。 


